
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 

県知事の許可を要しない周産期医療に係る病床の設置 

(医療法施行規則第１条の１４第７項の規定に該当する診療所の認定) 



県知事の許可を要しない周産期医療に係る病床の設置 

(医療法施行規則第１条の１４第７項の規定に該当する診療所の認定) 

 

 

■ 病床規制 

平成１８年度の医療法改正により、平成１９年１月１日から有床診療所も病床規

制の対象となっている。 

 

・診療所に病床を設置するとき等は、県知事の許可が必要（医療法第７条第３項）。 

・病床過剰地域における診療所の病床設置等の許可申請については、病床設置の中

止等の勧告の対象となる（医療法第３０条の１１）。 

※本県では「療養病床及び一般病床」について、那賀・田辺以外の５保健医療圏

において既存病床数が基準病床数を上回っており、病床過剰となっている。 

 

 

■ 県知事の許可を要しない場合 

都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いたうえで、 

・居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所 

・地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所 

・へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療、その他の地域において良質か

つ適切な医療が提供されるために必要な診療所 

に、療養病床又は一般病床を設けようとするとき。 

【医療法第７条３項、医療法施行規則第１条の１４第７項第１号から第３号】 

 

 

■ 届出 

上記の診療所に該当し、診療所に一般病床を設けた者は、当該病床を設置したと 

きから１０日以内に県知事に次の事項を届出 

・病床数 

・病床の種別ごとの病床数 

・各病室の病床数 

【医療法施行規則第１条の１４第８項】 
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➤
奥
村
マ
タ
ニ
テ
ィ
ク
リ
ニ
ッ
ク
か
ら
運
営
体
制
の
変
更
及
び
こ
れ
に
伴
う
病
床
（

1
8
床
）
の
設
置
に
つ
い
て
申
し
出
が
あ
っ
た
も
の

・
医
療
法
人
久
和
会
の
設
立
に
よ
り
、
奥
村
マ
タ
ニ
テ
ィ
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
開
設
者
が
、
管
理
医
師
個
人
か
ら
医
療
法
人
久
和
会
に
移
行
す
る
。

・
奥
村
マ
タ
ニ
テ
ィ
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
病
床
（

1
8
床
）
に
つ
い
て
も
、
法
人
開
設
の
診
療
所
に
引
き
継
ぎ
た
い
。

橋
本
医
療
圏
の
周
産
期
医
療
に
係
る
病
床
の
設
置
に
つ
い
て

■
概
要

■
法
人
移
行
後
の
体
制

※
現
体
制
か
ら
の
変
更
な
し

《方
針
案
》


体
制
変
更
後
（1
1月
1日
～
）、
医
療
法
施
行
規
則
第
1条
の
14
第

7
項
の
規
定
に
該
当
す
る
診
療
所
と
し
て
、
届
出
に
よ
る
病
床
の
設

置
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

項
目

移
行
後
の
内
容

院
名

奥
村
マ
タ
ニ
テ
ィ
ク
リ
ニ
ッ
ク

標
榜
診
療
科
目

産
婦
人
科
、
小
児
科

施
設
・設

備
現
行
の
も
の
を
継
承

病
床

一
般
病
床

1
8
床

分
娩
の
取
扱
い

有

職
員

常
勤

非
常
勤

医
師

２
１

助
産
師

６
３

看
護
師

3
2

准
看
護
師

２
-

そ
の
他

５
-

■
県
内
の
分
娩
取
扱
施
設
数
と
病
床
数

分
娩
取
扱

施
設
数

H
2
6
(2

0
1
4
).

4
R
6
(2

0
2
4
).

4
増

減

病
診

助
病

診
助

病
診

助

和
歌
山
・
那
賀
・

有
田

５
9

3
3
 

5
 

3
▲

2
▲

4

橋
本

1
 

1
 

1
 

1
 

御
坊

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

▲
1

田
辺

1
1
 

6
1
 

1
 

2
 

▲
4

新
宮

2
 

1
1
 

1
1
 

0
▲

1
▲

1

合
計

1
0
 

1
3
 

1
1

7
8

6
▲

3
▲

5
▲

5

3
4
 

2
1
 

▲
1
3

病
床
数

R
6
.4

.1

産
科
病
床

M
F
IC

U
N

IC
U

G
C
U

和
歌
山
・
那

賀
・
有
田

1
4
4
 

6
 

1
9
 

1
8
 

橋
本

3
5

 
0

 
0

 
0

 

御
坊

1
9
 

0
 

3
 

0
 

田
辺

4
5
 

1
 

1
0
 

0
 

新
宮

2
5
 

0
 

0
 

0
 

合
計

2
6
8
 

7
 

3
2
 

2
4
 


他
圏
域
で
は
分
娩
施
設
数
が
減
少
す
る
中
、
橋
本
医
療
圏
は

H
2
6
と
同
数
を
維
持

医
務
課
調
べ

医
務
課
調
べ
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橋
本
医
療
圏
の
周
産
期
医
療
に
係
る
病
床
の
設
置
に
つ
い
て

■
県
内
の
分
娩
数
と
出
生
数
推
移

8
,3

3
5
 8

,3
4
8
 7

,9
2
4
 7

,6
1
5
 7

,2
2
7
 6

,8
8
4
 6

,6
3
1
 6

,2
8
1
 5

,9
3
2
 5

,5
6
2
 

4
,0

0
0

5
,0

0
0

6
,0

0
0

7
,0

0
0

8
,0

0
0

9
,0

0
0

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

H
3
1

R
2

R
3

R
4

R
5

分
娩
数

出
生
数

1
,0

2
4

 
9

8
4

 
9

1
6

 
8

7
1

 
8

0
0

 
7

7
1

 
7

4
0

 
7

3
9

 
6

1
7

 
5

6
5

 

0

1
,0

0
0

2
,0

0
0

3
,0

0
0

4
,0

0
0

5
,0

0
0

6
,0

0
0

7
,0

0
0

8
,0

0
0

9
,0

0
0

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

H
3
1

R
2

R
3

R
4

R
5

和
歌
山
・
那
賀
・
有
田

橋
本

御
坊

田
辺

新
宮

■
圏
域
別
の
分
娩
数
推
移


分
娩
数
、
出
生
数
と
も
に
減
少
傾
向
に
あ
り
、
い
ず
れ
の
医
療
圏
も
分
娩

数
が
減
少
。

※
分
娩
数
は
年
区
分

(1
～

1
2
月

)、
出
生
数
は
年
度
区
分
（

4
～
翌
３
月
）


Ｒ
４
年
度
の
圏
域
別
の
分
娩
数
と
出
生
数
を
比
較
す
る
と
い
ず
れ
の
医

療
圏
も
分
娩
数
＞
出
生
数
。

→
要
因
と
し
て
は
、
県
外
を
は
じ
め
と
す
る
他
圏
域
か
ら
の
出
産
（
里
帰

り
出
産
）
を
一
定
数
受
け
入
れ
て
い
る

医
務
課
調
べ

分
娩
数
：
医
務
課
調
べ

出
生
数
：
人
口
動
態
調
査

■
圏
域
別
の
分
娩
数
と
出
生
数

0

1
,0

0
0

2
,0

0
0

3
,0

0
0

4
,0

0
0

和
歌
山
・那

賀
・有

田
橋

本
御

坊
田

辺
新

宮

分
娩
数

出
生
数

分
娩
数
：
医
務
課
調
べ

出
生
数
：
人
口
動
態
調
査
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橋
本
医
療
圏
の
周
産
期
医
療
に
係
る
病
床
の
設
置
に
つ
い
て

■
分
娩
取
扱
医
療
機
関
の
概
況


県
内
の
分
娩
取
扱
医
療
機
関
は

1
5
施
設
（
病
院
７
、
診
療
所
８
）
。
紀
北
エ
リ
ア

に
集
中
。


分
娩
取
扱
医
療
機
関
で
の
分
娩
数

5
,4

9
9
件

平
均

3
6
6
件

/医
療
機
関


県
内
の
分
娩
取
扱
常
勤
医
師
数

6
3
人

医
師
一
人
当
た
り
分
娩
平
均

8
7
件

→
奥
村
マ
タ
ニ
テ
ィ
ク
リ
ニ
ッ
ク
は
医
療
機
関
分
娩
数
、
医
師
一
人
当
た
り
分
娩
数
と
も
に

平
均
を
上
回
っ
て
お
り
、
橋
本
医
療
圏
の
約
７
割
の
分
娩
に
対
応

医
務
課
調
べ

医
療
圏

分
娩
取
扱

常
勤
医
師

分
娩
数

R
5
.1
～
R
5
.1
2

一
人
当
た
り

分
娩
数

❶
和
歌
山
県
立
医
科
大
学
附
属
病
院

　
　
　
　
　
（
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
）

1
6

4
4
7

❷
日
本
赤
十
字
社
和
歌
山
医
療
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
（
地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
）

1
5

5
8
1

❸
和
歌
山
労
災
病
院

3
2
2
3

有
田
市
立
病
院

1
0
5

①
花
山
マ
マ
ク
リ
ニ
ッ
ク

2
1
,0

6
1

②
稲
田
ク
リ
ニ
ッ
ク

2
7
7
4

③
は
ま
だ
産
婦
人
科

2
3
2
9

④
し
こ
ね
ク
リ
ニ
ッ
ク

1
6
0

⑤
フ
ァ
ミ
ー
ル
産
院
あ
り
だ

1

粉
川
レ
デ
ィ
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

8
1

小
　
　
計

4
2

3
,6

6
1

8
7

❹
橋
本
市
民
病
院

4
1
7
5

⑥
奥
村
マ
タ
ニ
テ
ィ
ク
リ
ニ
ッ
ク

1
3
9
0

小
　
　
計

5
5
6
5

1
1

3

❺
ひ
だ
か
病
院

4
3
2
3

小
　
　
計

4
3
2
3

8
1

❻
紀
南
病
院

（
地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
）

6
4
3
5

⑦
榎
本
産
婦
人
科

1
1
9
1

小
　
　
計

7
6
2
6

8
9

❼
新
宮
市
立
医
療
セ
ン
タ
ー

4
2
1
5

⑧
い
ず
み
ウ
ィ
メ
ン
ズ
ク
リ
ニ
ッ
ク

1
1
0
9

小
　
　
計

5
3
2
4

6
5

6
3

5
,4

9
9

8
7

橋
　
本

御
　
坊

田
　
辺

新
　
宮

合
　
　
計

病
院
（
７
施
設
）
・
診
療
所
（
８
施
設
）

和
歌
山

・
那
賀

・
有
田

R
6.
3分
娩
休
止

R
6.
4
開
業

R
5.
3分
娩
休
止

総
合
周
産
期

母
子
医
療
セ
ン
タ
ー

地
域
周
産
期

母
子
医
療
セ
ン
タ
ー

地
域
周
産
期

母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
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